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。



衆
議
院
議
員
中
島
隆
利
君
提
出
ダ
ム
事
業
の
廃
止
等
に
伴
う
特
定
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

ダ
ム
事
業
の
廃
止
等
に
伴
う
特
定
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
（
以
下
「
本
法
案
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規

定
は
、
本
法
案
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
法
案
の
施
行
の
日
以
後
に
ダ
ム
事
業
の
廃
止
等
（
本
法
案
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
ダ
ム
事
業
の
廃
止
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
御

指
摘
の
「
細
川
内
ダ
ム
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
ダ
ム
事
業
の
廃
止
等
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
条
の
規
定
は
適
用
さ
れ

な
い
が
、
そ
の
他
の
ダ
ム
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
非
移
転
者
へ
の
生
活
再
建
支
援
金
の
支
給
」
及
び
「
非
移
転
者
の
家
屋
等
の
新
改
築
費
用
へ
の
助
成
」
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
法
案
は
、
個
人
に
対
す
る
金
銭
の
支
給
に
つ
い
て
は
規
定
し
て
い
な

い
。

二
の
�
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
「
非
移
転
者
住
民
」
に
該
当
す
る
者
を
含
め
、
ダ
ム
事
業
の
廃
止
等
に
伴
い
水
没
し
な
い
こ
と
と
な
る
土
地
の

区
域
の
住
民
の
生
活
環
境
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
特
定
地
域
振
興
計
画
（
本
法
案
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
域
振

興
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
作
成
に
当
た
り
、
都
道
府
県
に
お
い
て
適
切
に
配
慮
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三
の
�
、
�
及
び
�
に
つ
い
て

特
定
地
域
振
興
計
画
へ
の
住
民
の
意
見
の
反
映
に
つ
い
て
は
、
本
法
案
第
五
条
第
八
項
に
お
い
て
、
「
都
道
府
県
は
、
特

定
地
域
振
興
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
公
聴
会
の
開
催
そ
の
他
の
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る

た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
し
て
お
り
、
具
体
的
な
措
置
の
内
容
及
び
方
法

に
つ
い
て
は
、
特
定
地
域
振
興
計
画
を
作
成
す
る
都
道
府
県
に
お
い
て
適
切
に
判
断
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
ダ
ム
予
定
地
の
地
元
住
民
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
法
案
第
六
条
第
三

項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
れ
ば
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
域
振
興
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
に
構

成
員
と
し
て
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

二



御
指
摘
の
「
ダ
ム
予
定
地
の
地
元
住
民
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
法
案
第
六
条
第
四

項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
協
議
会
の
構
成
員
で
な
い
も
の
は
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
自
己
を
協
議
会
の
構
成
員

と
し
て
加
え
る
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

川
辺
川
ダ
ム
の
建
設
に
関
す
る
特
定
多
目
的
ダ
ム
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

基
本
計
画
に
基
づ
く
事
業
の
場
合
に
は
、
本
法
案
第
七
条
第
一
項
の
「
当
該
ダ
ム
事
業
に
要
し
た
費
用
を
負
担
し
た
地
方
公

共
団
体
」
は
、
熊
本
県
で
あ
る
。

四
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

本
法
案
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
を
地
方
公
共
団
体
に
譲
与
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
譲
与
し
よ
う
と
す
る

土
地
の
価
格
の
総
和
が
当
該
地
方
公
共
団
体
の
負
担
し
た
費
用
の
額
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
面
積
が

一
義
的
に
定
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
際
に
用
い
る
土
地
の
価
格
に
つ
い
て
は
、
譲
与
に
係
る
合
意
が
行
わ
れ
る

時
点
に
お
け
る
正
常
な
取
引
価
格
に
よ
る
こ
と
と
な
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

三



地
方
公
共
団
体
の
所
有
す
る
財
産
の
譲
与
、
貸
付
け
そ
の
他
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
六
十
七
号
）
そ
の
他
の
関
係
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

特
定
多
目
的
ダ
ム
法
第
五
条
に
規
定
す
る
ダ
ム
使
用
権
の
設
定
予
定
者
（
以
下
「
ダ
ム
使
用
権
設
定
予
定
者
」
と
い
う
。

）
が
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
負
担
し
た
負
担
金
の
取
扱
い
は
、
同
法
及
び
同
法
に
基
づ
く
命
令
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
こ
と
と
な
り
、
ダ
ム
使
用
権
設
定
予
定
者
に
つ
い
て
は
、
本
法
案
第
七
条
第
一
項
の
譲
与
の
対
象
と
な
る
こ
と
は

想
定
し
て
い
な
い
。

四
の
�
に
つ
い
て

本
法
案
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
有
財
産
を
売
り
払
お
う
と
す
る
場
合
の
予
定
価
格
に
つ
い
て
は
、
会
計
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
そ
の
他
の
関
係
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
ダ
ム
に
よ
ら
な
い
治
水
を
検
討
す
る
場
」
（
以
下
「
検
討
す
る
場
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
検
討
の
結
果
を

取
り
ま
と
め
る
具
体
的
な
時
期
及
び
球
磨
川
水
系
に
係
る
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二

四



第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
整
備
計
画
の
策
定
に
係
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
未
定
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
一
日
に
開
催
さ
れ
た
、
検
討
す
る
場
の
「
第
二
回
幹
事
会
」
に
お
い
て
、
当
該
河
川

整
備
計
画
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
場
に
お
け
る
検
討
の
結
果
を
取
り
ま
と
め
た
後
に
、
当
該
結
果
を
そ
の
原
案
に
反
映
し
た

上
で
、
平
成
二
十
四
年
度
中
に
策
定
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
旨
に
つ
い
て
、
提
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五


